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第１編 総  則 

第１章 計画の目的 

 

第１節 計画の目的                              

この計画は、市民生活の各分野にわたり重大な影響を及ぼすおそれのある風水害等の災害に対

処するため、総合的かつ計画的な防災対策の推進を図ることにより、市民のかけがえのない生命、

身体及び財産を災害から保護することを目的とする。 

 

第２節 計画の性格                              

地域防災計画－風水害等災害対策計画－ 

（1）この計画は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223号）第 42条の規定に基づき、犬山市防

災会議が犬山市の地域に係る防災計画として作成する「犬山市地域防災計画」の「風水害等災

害対策計画」編として、風水害等の災害に対処すべき措置事項を中心に定めるものである。 

（2）市民の生命、身体及び財産を守るため、市、県、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地

方公共機関、公共的団体及び防災上重要な施設の管理者がとるべき基本的事項等を定めるもの

であり、各機関はこれに基づき細部計画等を定め、その具体的推進に努めるものとする。 

（3）犬山市防災会議は、毎年、本市をとりまく諸条件の変化及び愛知県風水害等災害対策計画の

修正等により、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。 

◆ 資料１-１「犬山市防災会議条例」 

◆ 資料１-２「犬山市防災会議運営要綱」 

 

第３節 計画の構成                              

この計画の構成と主な内容は、次のとおりである。 

構  成 主な内容 

第１編 総則 災害の想定、防災関係機関の事務又は業務の大綱 等 

第２編 災害予防 災害の発生に備えた予防対策 等 

第３編 災害応急対策 災害が発生した場合の応急対策 等 

第４編 災害復旧・復興 被災地域の迅速な復旧・復興に向けた対策 等 

 

第４節 災害の想定                              

この計画の作成にあたっては、本市における地勢、地質、気象等の自然的条件に加え、人口、

都市化の状況、産業の集中等の社会的条件及び過去における各種災害発生状況を勘案し、発生し

得る災害を想定し、これを基礎とした。 

（1）想定した主な災害 

この計画の作成の基礎として想定した主な災害は、次のとおりである。 

ア 台風による災害 

イ 集中豪雨等異常気象による災害 

ウ 大規模な火災 

エ 危険物の爆発等による災害 

オ 可燃性ガスの拡散 
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カ 有毒性ガスの拡散 

キ 航空機事故による災害 

ク その他の特殊災害 

◆ 資料１０-９「犬山市に影響のあった主な台風・水害」 

（2）水防対策において参考とする浸水想定 

台風や集中豪雨等による洪水、雨水出水による災害について、本計画等の具体的な対策を策

定・修正する際には、次の資料を参考とする。 

  ア 水防法第 14条、に基づき指定された各浸水想定区域 

 

第５節 市地域防災計画の作成又は修正                      

市防災会議は、市地域防災計画を作成し、毎年同計画に検討を加え、必要があると認めるとき

は、修正しなければならない。 

同計画を作成又は修正する場合は、県地域防災計画を参考として行うものとし、計画事項に示

されているものについては、地域の実情に応じた細部を計画するものとする。 
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第２章 基本理念及び重点を置くべき事項 

 

第１節 防災の基本理念                           

防災とは、市民の生命、身体及び財産を災害から保護する最も基本的で重要な施策である。  

近年、気候変動の影響に伴う台風の激化や局地的な大雨の頻発が懸念され、市街化の進行など

とあいまって、洪水、土砂災害などの災害リスクが高まっている。 

災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから、災害時の被害を最小化し、被害の迅速

な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし、たとえ被災したとしても人命が失われな

いことを最重視し、また経済的被害ができるだけ少なくなるよう、災害に備えていかなければな

らない。  

市、県を始めとする各防災関係機関は、過去の災害から得られた教訓を踏まえ、適切な役割分

担及び相互の連携協力の下、それぞれの機関の果たすべき役割を的確に実施していくとともに、

多様な主体が自発的に行う防災活動を促進し、市民や事業者、自主防災組織、ボランティア等と

一体となって取組みを進めていかなければならない。 

また、女性や高齢者、障害者などの参画を拡大し、男女共同参画その他多様な視点を取り入れ

るとともに、科学的知見及び災害から得られた教訓を踏まえ絶えず改善を図っていくこととする。  

 

防災には、時間の経過とともに災害予防、災害応急対策、災害復旧・復興の３段階があるが、

それぞれの段階における基本理念は次のとおりである。 

 

１ 災害予防段階 

災害の規模によっては、ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから、ソ

フト施策を可能な限り進め、ハード・ソフトを組み合わせて一体的に災害対策を推進する。 

２ 災害応急対策段階 

（1）発災直後は、可能な限り被害規模を早期に把握する。また、時間の経過に応じて的確な情

報収集に努め、収集した情報に基づき、生命及び身体の安全を守ることを最優先に、人材・

物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分する。 

（2）被災者のニーズに柔軟かつ機敏に対応するとともに、高齢者、障害者その他の特に配慮を

要する者（以下「要配慮者」という。）に配慮するなど、被災者の年齢、性別、障害の有無

といった被災者の事情から生じる多様なニーズに適切に対応する。 

３ 災害復旧・復興段階 

発災後は、速やかに施設を復旧するとともに、被災者に対して適切な援護を行うことによ

り、被災地の復興を図る。なお、大規模災害時には、復興計画を作成し、関係機関の諸事業

を調整しつつ、計画的に復興を進める。 

 

第２節 重点を置くべき事項                           

防災基本計画を踏まえ、本市の地域の防災対策において、特に重点を置くべき事項は次のとお

りとする。 

１ 大規模広域災害への即応力の強化に関する事項 

大規模広域災害にも対応し得る即応体制を充実・強化するため、発災時における積極的な情

報の収集・伝達・共有体制の強化や、市・県の相互支援体制を構築するとともに、実践的な訓

練の実施に努めること。その際、効果的・効率的な対策を行うため、災害対応に必要な情報項
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目等の標準化や、システムを活用したデータ収集・分析・加工・共有の体制整備を図るなど、

災害対応業務のデジタル化の促進に努める。 

また、市と企業等との間で協定を締結するなど、各主体が連携した応急体制の整備に努める

こと。 

２ 被災地への物資の円滑な供給に関する事項 

被災地への物資の円滑な供給のため、被災地のニーズを可能な限り把握するとともに、ニー

ズの把握や被災地側からの要請が困難な場合には、要請を待たずに必要な物資を送り込むなど、

被災地に救援物資を確実に供給する仕組みを構築すること。 

３ 住民等の円滑かつ安全な避難に関する事項 

住民等の円滑かつ安全な避難行動を支援するため、ハザードマップの作成、避難情報の判断

基準等の明確化、緊急時の避難場所の指定及び周知徹底、立退き指示に加えての必要に応じた

「緊急安全確保」の指示、避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成及び活用を図ること。 

また、高齢者等避難、避難指示及び緊急安全確保（以下「避難情報」という。）等の行動を促

す情報に警戒レベルを付して提供することにより、避難のタイミングや住民等がとるべき行動

を明確にする。 

４ 被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細やかな支援に関する事項 

被災者に対して避難生活から生活再建に至るまで必要な支援を適切に提供するため、被災者

が一定期間滞在する避難所の指定、周知徹底及び生活環境の確保、被災者に対する円滑な支援

に必要な罹災証明書の発行体制の整備、積極的な被災者台帳の作成及び活用を図ること。 

また、災害発生後に、指定避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等において、被災者

や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならないよう、「暴力は許されない」意識の普

及、徹底を図ること。 

５ 事業者や住民等との連携に関する事項 

関係機関が一体となった防災対策を推進するため、市地域防災計画への地区防災計画の位置

付けなどによる市と地区居住者等との連携強化、災害応急対策に係る事業者等との連携強化を

図ること。 

６ 大規模災害からの円滑かつ迅速な復興に関する事項 

大規模災害が発生した場合に、円滑かつ迅速な復興に資するため、市は県と連携し、住宅復

興計画・体制の検討を進めるなど、住民の意向を尊重しつつ、計画的な復興が図られる体制を

整備すること。  
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第３章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

 

第１節 実施責任                               

１ 市 

市は、災害対策基本法の基本理念にのっとり市の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産

を風水害等の災害から保護するため、防災の第一次的責務者として、指定地方行政機関、指定

公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。 

 

２ 県 

県は、災害対策基本法の基本理念にのっとり県の地域並びに地域住民の生命、身体及び財産

を風水害等の災害から保護するため、災害が市町村の区域を越えて広域にわたるとき、災害の

規模が大きく市町村で処理することが不適当と認められるとき、あるいは防災活動内容におい

て統一的処理を必要としたり、市町村間の連絡調整を必要とするときなどに、指定地方行政機

関、指定公共機関、指定地方公共機関及び他の地方公共団体の協力を得て防災活動を実施する。 

また、市町村及び指定地方公共機関の防災活動を援助し、かつ、その調整を行う。 

 

３ 指定地方行政機関 

指定地方行政機関は、災害対策基本法の基本理念にのっとり市の地域並びに地域住民の生命、

身体及び財産を風水害等の災害から保護するため、指定行政機関及び他の指定地方行政機関と

相互に協力し、防災活動を実施するとともに、市及び県の活動が円滑に行われるよう勧告、指

導、助言等の措置をとる。 

 

４ 指定公共機関及び指定地方公共機関 

指定公共機関及び指定地方公共機関は、災害対策基本法の基本理念にのっとりその業務の公

共性又は公益性にかんがみ、自ら防災活動を実施するとともに、市及び県の活動が円滑に行わ

れるようその業務に協力する。 

また、指定公共機関及び指定地方公共機関は、指定行政機関、指定地方行政機関、県市町村

の長に対し、応急措置の実施に必要な労務、施設、設備又は物資の確保について応援を求める

ことができる。 

 

５ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

公共的団体及び防災上重要な施設の管理者は、災害対策基本法の基本理念にのっとり平素か

ら災害予防体制の整備を図るとともに、災害時には、応急措置を実施する。 

また、市、県その他防災関係機関の防災活動に協力する。 

 

 

 

 

 

 

 

 



風水害等災害対策計画 

第１編 総則／第３章 各機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

1-3-2 

第２節 処理すべき事務又は業務の大綱                     

１ 市 

機関名 内 容 

市 （1）災害予警報を始めとする災害に関する情報の収集伝達を行う。 

（2）災害による被害状況の調査及び報告を行う。 

（3）災害広報を行う。 

（4）避難の指示を行う。 

（5）被災者の救助を行う。 

（6）災害時の清掃、防疫その他保健衛生に関する応急措置を行う。 

（7）水防活動及び消防活動を行う。 

（8）被災児童・生徒等に対する応急の教育を行う。 

（9）公共土木施設、農林水産業施設等の新設、改良及び防災対策並びに

災害復旧を行う。 

（10）農作物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置を行う。 

（11）水防、消防、浸水対策、救助その他防災に関する施設・設備の整

備を行う。 

（12）危険物施設の保安確保に必要な指導、助言及び立入検査を行う。 

（13）地下街等の保安確保に必要な指導、助言及び立入検査を行う。 

（14）交通整理、警戒区域の設定、その他社会秩序の維持を行う。 

（15）自主防災組織の育成及びボランティアによる防災活動の環境整備

を行う。 

（16）防災上必要な教育及び訓練並びに防災思想の普及を行う。 

（17）洪水予報、水防警報、水位周知河川の水位、排水調整対象河川の

水位通知等の伝達を受けた際、必要な措置を行う。 

（18）災害廃棄物の処理を行なう。 

 

２ 県 

機関名 内 容 

県 （1）災害予警報を始めとする災害に関する情報の収集伝達を行う。 

（2）新川、天白川、日光川、境川、逢妻川について、名古屋地方気象台

と共同して、洪水についての水防活動の利用に適合する警報及び注意

報を発表する。 

（3）名古屋地方気象台と共同して土砂災害警戒情報を発表する。 

（4）災害広報を行う。 

（5）避難の指示を代行することができる。 

（6）市町村の実施する被災者の救助の応援及び調整を行う。 

（7）災害救助法に基づく被災者の救助を行う。 

（8）災害時の医療・防疫その他保健衛生に関する応急措置を行う。 

（9）水防管理団体の実施する水防活動及び市町村の実施する消防活動に

対する指示及び調整を行う。 

（10）被災児童・生徒等に対する応急の教育を行う。 

（11）公共土木施設、農林水産業施設等の新設、改良及び防災対策並び
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に災害復旧を行う。 

（12）農作物、家畜、林産物及び水産物に対する応急措置を行う。 

（13）緊急通行車両等の確認及び確認証明書の交付を行う。 

（14）水防、消防、救助その他防災に関する施設・設備の整備を行う。 

（15）救助物資、化学消火薬剤等必要資機材の供給又は調達若しくはあ

っせんを行う。 

（16）危険物等施設の保安確保に必要な指導、助言及び立入検査を行う。 

（17）地下街等の保安確保に必要な指導、助言を行う。 

（18）自衛隊の災害派遣要請を行う。 

（19）有毒性ガス、危険物等の発生及び漏えい(流出)による人体、環境

に及ぼす影響の調査並びにその対策等安全確保を行う。 

（20）自主防災組織の育成及びボランティアによる防災活動の環境整備

を行う。 

（21）防災上必要な教育及び訓練並びに防災思想の普及を行う。 

（22）防災ヘリコプター、災害対策用指揮車、可搬型衛星通信局を活用

するとともに、調査班を編成し、被害状況の把握を行う。 

（23）被災者生活再建支援法に基づき、被災世帯に対する支給金の支給

を行う。 

（24）名古屋飛行場の防災対策を実施する。 

（25）県が管理する河川及び海岸について、洪水予報、水防警報、水位

情報の周知、排水調整を行う。 

県警察 （1）災害時における警備対策、交通対策等の企画、調整及び推進に関す

ることを行う。 

（2）災害警備に関する災害非常用物資及び装備資機材の整備を行う。 

（3）被害実態の早期把握と情報の伝達を行う。 

（4）災害を拡大させるおそれのある設備又は物件の除去を行う。 

（5）避難の指示又は警告及び誘導を行う。 

（6）人命救助を行う。 

（7）行方不明者の捜索及び遺体の検視を行う。 

（8）災害時における交通秩序の保持を行う。 

（9）警察広報を行う。 

（10）災害時における各種犯罪の取締りを行う。 

（11）他の機関の行う災害応急対策に対する協力を行う。 

（12）緊急輸送の確保のため、車両の通行を禁止･制限する。 

（13）緊急通行車両等の事前審査及び確認を行う。 

 

３ 指定地方行政機関 

機関名 内 容 

東海財務局 （1) 災害復旧事業費の査定立会に際しては、災害復旧事業の公平かつ適

正な実施を期するとともに、民生の安定を図るため、速やかに立会官

を派遣し、災害復旧事業の早期着手に協力する。 

（2）地方公共団体が緊急を要する災害復旧事業等のために災害つなぎ資
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金を希望する場合には、短期貸付の措置を適切に運用する。 

（3）地方公共団体が災害復旧事業等に要する経費の財源として地方債を

起こす場合は、資金事情の許す限り、財政融資資金をもって措置する。 

（4）災害が発生し、又は発生するおそれがある場合においては、現地に

おける災害の実情、資金の需要状況等に応じ、関係機関と緊密な連絡

を取りつつ、民間金融機関等に対して機を逸せず必要と認められる範

囲内で、適切な措置を要請する。 

（5）災害が発生した場合における応急措置等のため必要があると認めら

れるときは、管理する国有財産について、関係法令等の定めるところ

により、無償貸付等の措置を適切に行う。 

（6）上記（1）～（5）の措置等を適切に行うため、必要に応じ情報連絡

員（リエゾン）を派遣する。 

東海農政局 （1）農地防災事業等の防災に係る国土保全対策を推進する。 

（2）農作物、農地、農業用施設等の被害状況に関する情報収集を行う。 

（3）被災地に生鮮食料品、農畜産用資材等の円滑な供給を図るため必要

な指導を行う。 

（4）被災地における農作物等の病害虫防除に関する応急措置について指

導を行う。 

（5）農地、農業用施設等の災害時における応急措置について指導を行う

とともに、これらの災害復旧事業の実施に関する指導及び助言指導を

行う。 

（6）直接管理し、又は工事中の農地、農業用施設等について応急措置を

行う。 

（7）地方公共団体の要請に応じ、農林水産省の保有する土地改良機械の

貸付け等を行う。 

（8）被災農業者等の経営維持安定に必要な資金の融通等について指導を

行う。 

（9）食料の需給・価格等の動向に関する調査結果に基づき、必要に応じ

て生産者団体、食料品の卸売業者、製造業者等に対して緊急出荷等を

要請する等所要の措置を講ずる。 

（10）食料の円滑な確保、価格の高騰に関する情報を消費者から収集し、

又は消費者に提供するための緊急相談窓口を設置する。 

中部森林管理局 （1）国有林野の崩壊地及び崩壊のおそれのある箇所について、山腹・渓

間工事等の治山事業を実施するとともに、災害により被害等を受けた

施設等については、国有林野事業施設等に係る災害対策取扱要領に基

づき復旧を図る。 

（2）国有林野の火災を予防し、火災が発生した場合には、関係機関等と

連携しながら、森林被害の拡大防止のための必要な措置等の応急対策

を講じるものとする。 

（3）災害復旧用材の供給、被災地等における木材の需給安定等について、

知事等から要請があった場合、国有林材の供給、木材関係団体等への

要請等、災害救助及び災害復旧の実施に協力するものとする。 
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（4）知事、市町村長等から災害応急対策に必要な機械器具等の貸付又は

使用の要請があったときは、これに協力する。 

中部運輸局 （1）所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達を行う。 

（2）海上における物資及び旅客の輸送を確保するため船舶の調達のあっ

せん、特定航路への就航勧奨を行う。 

（3）港湾荷役が円滑に行われるよう必要な指導を行う。 

（4）緊急海上輸送の要請に速やかに対応できるよう、船舶運航事業者等

との連絡体制を強化し、船舶動静の把握及び緊急時の港湾荷役態勢の

確保に努める。 

（5）特に必要があると認めるときは、船舶運航事業者若しくは港湾運送

事業者に対する航海命令又は公益命令を発する措置を講ずる。 

（6）鉄道・バスの安全運行の確保に必要な指導・監督を行う。 

（7）自動車道の通行の確保に必要な指導・監督を行う。 

（8）陸上における物資及び旅客輸送を確保するため、自動車の調達あっ

せん、輸送の分担、う回輸送、代替輸送等の指導を行う。 

（9）緊急陸上輸送の要請に速やかに対応できるよう、関係運送事業者団

体及び運送事業者との連絡体制を確立し、緊急輸送に使用しうる車両

等の把握及び緊急時の出動体制の整備に努める。 

（10）特に必要があると認めるときは、自動車運送事業者に対する輸送

命令を発する。 

（11）情報連絡員（リエゾン）及び緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）を

派遣し、被災状況の迅速な把握、被害の発生及び拡大の防止、被災地

の早期復旧その他災害応急対策を支援する。 

名古屋地方気象

台 

（1）気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表を

行う。 

（2）気象、地象（地震にあっては、発生した断層運動による地震動に限

る。）及び水象の予報並びに警報等の防災気象情報の発表、伝達及び

解説を行う。 

（3）気象業務に必要な観測、予報及び通信施設の整備に努める。 

（4）地方公共団体が行う防災対策に関する技術的な支援・助言を行う。 

（5）防災気象情報の理解促進、防災知識の普及啓発活動に努める。 

東海総合通信局 （1）災害時に備えての電気通信施設（有線電気通信施設及び無線通信施

設）の整備のための調整及び電波の監理を行う。 

（2）災害時における電気通信及び放送の確保のための応急対策及び非常

の場合の無線通信の監理を行う。 

（3）被災地区における電気通信施設、放送施設等の被害状況の調査を行

う。 

（4）非常通信訓練の計画及びその実施についての指導に関することを行

う。 

（5）非常通信協議会の運営に関することを行う。 

（6）通信インフラに支障が発生した被災地の地方公共団体等へ衛星携帯

電話等の災害対策用移動通信機器、災害対策用移動電源車及び臨時災
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害放送局用設備の貸与を行う。 

愛知労働局 （1）被災労働者、被災事業主等からの賃金・解雇等労働条件一般、安全

衛生、労災保険に関する相談について、迅速的確な処理に努める。 

（2）化学設備を有する事業主に対して、危険物・有害物の漏えい等によ

る災害防止のための監督指導等を実施し、労働者の安全衛生の確保に

努める。 

（3）災害応急工事、災害復旧工事等を行う事業主に対して監督指導等を

実施し、労働者の安全衛生の確保に努める。 

（4）被災者の医療対策について必要があると認められるときは、管轄区

域内にある労災病院又は労災保険の指定病院等に対して、医師その他

の職員の派遣、医薬品の提供等必要な措置を講ずるように要請する。 

（5）被災労働者に対する労災補償の給付事務を迅速に行う。 

（6）災害による事業の閉鎖、事業活動の縮小等により、失業した人に対

して職業相談を行うとともに、就職先の確保に努める。 

（7）被災者に対して、必要に応じ職業相談、職業紹介等窓口を設置する。 

（8）激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 25 条

に基づき、雇用保険求職者給付における基本手当（賃金日額の 4.5割

～8割に相当する額）の支給を行う。 

中部地方整備局 （1）災害予防 

ア 降雨、河川水位などについて観測する。 

イ 木曽川・長良川・庄内川（矢田川を含む）・矢作川・豊川及び豊

川放水路に洪水のおそれがあるとき、名古屋地方気象台・岐阜地方

気象台と共同して洪水予報［（木曽川中流・木曽川下流・長良川下

流・庄内川・矢作川・豊川及び豊川放水路）氾濫注意情報、氾濫警

戒情報、氾濫危険情報、氾濫発生情報］を発表し、関係機関に連絡

する。 

ウ 木曽川、長良川、庄内川（矢田川を含む）、矢作川、豊川及び豊

川放水路の水防警報を行う。 

エ 災害発生後の応急復旧を円滑に進めるため災害応急復旧用資機

材について備蓄等を推進する。 

オ 防災訓練は、実践的な方法をもって実施する。 

カ 災害から港湾並びに地域住民の生命、身体及び財産を防護するた

め、港湾・海岸保全施設等の整備に関する計画・指導及び事業を実

施する。 

（2）初動対応 

ア 所掌事務に係る災害情報の収集及び伝達を行う。 

イ 情報連絡員（リエゾン）等及び緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）

を派遣し、被災地方公共団体等が行う、被災状況の迅速な把握、被災

地へのアクセス確保、被害の発生及び拡大の防止、被災地の早期復旧

その他災害応急対策に対する支援を行う。 

（3）応急復旧 

ア 災害が発生した場合又はおそれのある場合、必要な体制を整え所
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掌事務を実施する。 

イ 災害発生後の応急対策を実施する際、防災関係機関と密接な連絡

を保ち、協力を行う。 

ウ 災害発生時における緊急輸送道路の確保として、関係機関と調整

を図りつつ、路上障害物の除去等を実施する。 

エ 災害発生後、体制を速やかに整え、所管施設の緊急点検を実施す

る。 

オ 港湾・海岸保全施設等の被災に対する総合的な応急対策並びに応

急復旧に関する計画・指導及び事業を実施する。 

カ 飛行場の被災に際しては、必要に応じ総合的な応急対策及び応急

復旧工事を施行する。 

キ 海上の排出油災害に対し、除去等必要な措置を講ずる。 

ク 要請に基づき、中部地方整備局が保有している防災ヘリコプタ

ー・災害対策用機械・油回収船・浮体式防災基地等を被災地支援の

ため出動させる。 

東海防衛支局 （1）所管財産の使用に関する連絡調整を行う。 

（2）災害時における防衛省本省及び自衛隊等との連絡調整を行う。 

（3）在日米軍が災害対策措置を行う場合の連絡調整の支援を行う。 

 

４ 自衛隊 

機関名 内 容 

自衛隊 自衛隊は、災害派遣要請者（県知事、第四管区海上保安本部長、大阪

航空局中部空港事務所長）からの要請に基づき、防災活動を実施すると

ともに、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し要請を待つい

とまがないときは、要請を待つことなく防災活動を実施する。 

なお、実施する防災活動を例示すると、概ね次のとおりである。 

（1）被害状況の把握を行う。 

（2）避難の援助を行う。 

（3）遭難者等の捜索救助を行う。 

（4）水防活動を行う。 

（5）消防活動を行う。 

（6）道路又は水路の啓開を行う。 

（7）応急医療、救護及び防疫を行う。 

（8）人員及び物資の緊急輸送を行う。 

（9）給食及び給水を行う。 

（10）入浴支援を行う。 

（11）救援物資の無償貸付又は譲与を行う。 

（12）危険物（火薬類等）の保安及び除去を行う。 

（13）その他自衛隊の能力で対処可能な防災活動を行う。 
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５ 指定公共機関 

機関名 内 容 

独立行政法人水

資源機構 

水資源開発施設等（ダム、調整池、頭首工、用排水路、水門等）の保

全及び同施設を通じて行われる流水の機能の維持に努めるとともに、こ

れらの施設の災害復旧を行う。 

独立行政法人都

市再生機構 

(1)関係機関からの情報収集や密接な連携を図る。 

(2)国等からの要請・依頼に応じて、危険度判定士や応急仮設住宅建設

要員の派遣等を迅速に行うとともに、賃貸型応急住宅としての UR

賃貸住宅の貸与や応急仮設住宅の建設用地の提供を行う。 

日本赤十字社 （1）必要に応じ所定の常備救護班が迅速に出動できる体制を整備するた

め、平常時から計画的に救護員を養成・確保するとともに、医療器材、

医薬品、血液製剤の現有数の確認、救護資材の整備点検等を行う。 

（2）避難所の設置に係る支援を行う。 

（3）医療、助産、死体の処理（一時保存を除く。）の業務を行う。 

（4）血液製剤の確保と供給を行う。 

（5）日頃から備蓄してある赤十字救援物資（毛布、緊急セット等）を被

災者のニーズに応じて配分する。 

なお、配分にあたっては地方公共団体や防災ボランティア等の協力

を得ながら行う。 

（6）義援金等の受付及び配分を行う。 

なお、配分については、地方公共団体その他関係団体と配分委員会

を組織して、義援金の迅速かつ公正な配分に努める。 

 

日本放送協会 （1）気象等予警報及び被害状況等の報道を行う。 

（2）平常時から防災知識の普及に関する報道を行う。 

（3）放送施設の保守を行う。 

日本郵便株式会

社 

災害の発生時又はそのおそれがある場合においては、可能な限り窓口

業務を確保する。 

また、災害の態様、被災者・被災地の実情に応じ、次のとおり、郵便

業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策を迅速かつ的確に実施す

るものとする。 

（1）被災者の安否通信等の便宜を図るため、被災地の郵便局において、

被災世帯に対し、通常葉書及び郵便書簡を無償交付するものとする。 

（2）被災者が差し出す郵便物の料金免除を実施するものとする。 

（3）被災者の救助を行う地方公共団体、日本赤十字社、その他総務省令

で定める法人又は団体にあてた救助用の現金書留郵便物等の料金免

除を実施するものとする。 

（4）被災地の被災者の救助を行う地方公共団体等にあてた救助用の物を

内容とするゆうパックの料金免除を実施するものとする。 

（5）被災者の救助を行う団体が被災者に配付する救助物資を購入するた

めに必要な費用に充てるため、あらかじめ当該団体からの申請に基づ

き、総務大臣の認可を得て、お年玉付郵便葉書等寄附金を配分する。 
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中部電力株式会

社（※1） 

（1）電力設備の災害予防措置を講ずるとともに被災状況を調査し、その

早期復旧を図る。  

（2）電力に不足を生じた場合は、他電力会社との電力の融通を図る。 

（※1）中部電力パワーグリッド株式会社及び中部電力ミライズ株式会社

を含む。 

東邦瓦斯株式会

社（※）、犬山瓦

斯株式会社 

（1）ガス施設の災害予防措置を講ずる。 

（2）発災後は被災施設の復旧を実施し、供給停止等の需要家に対して、

早期供給再開を図る。 

（※）東邦ガスネットワーク株式会社を含む。（以降同じ。） 

日本通運株式会

社、福山通運株

式会社、佐川急

便株式会社、ヤ

マト運輸株式会

社、西濃運輸株

式会社 

国、地方公共団体等からの要請に応じて、災害応急対策の実施に必要

な物資又は資材の輸送を行う。 

西日本電信電話

株式会社 

（1）災害時における情報等の正確かつ迅速な収集、伝達を行う。 

（2）災害応急措置の実施に必要な通信に対し、通信設備を優先的に利用

させる。 

（3）防災応急対策を実施するために必要な公衆通信施設の整備を行う。 

（4）発災後に備えた災害応急対策用資機材及び人員の配備を行う。 

（5）災害時における公衆通信の確保並びに被災施設及び設備の早期復旧

を図る。 

（6）気象等警報を市町村へ連絡する。 

（7）電話サービス契約約款等に基づき、災害関係電報電話料金等の免除

を行う。 

エヌ・ティ・テ

ィ・コミュニケ

ーションズ株式

会社 

 （1）災害時における情報等の正確かつ迅速な収集、伝達を行う。 

 （2）災害応急措置の実施に必要な通信に対し、通信設備を優先的に利用

させる。 

 （3）発災後に備えた災害応急対策用資機材及び人員の配備を行う。 

 （4）災害時における通信の確保並びに被災施設及び設備の早期復旧を図

る。 

 （5）電話サービス契約約款等に基づき、災害関係電話料金等の免除を行

う。 

ＫＤＤＩ株式会

社 

（1）災害対策本部を設置し、直ちに災害応急対策を行う。 

（2）災害時における電気通信の確保、被災施設及び設備の早期復旧を図

る。 

（3）災害応急措置の実施に必要な通信に対して、防災関係機関からの要

請により優先的に対応する。 

株式会社ＮＴＴ

ドコモ 

（1）災害時における情報等の正確かつ迅速な収集、伝達を行う。 

（2）災害応急措置の実施に必要な通信に対して、通信設備を優先的に利

用させる。 
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（3）発災後に備えた災害応急対策用資機材及び人員の配備を行う。 

（4）災害時における携帯電話の通信確保並びに被災施設及び設備の早期

復旧を図る。 

（5）携帯電話等サービス契約約款等に基づき、災害関係携帯電話料金等

の免除を行う。 

ソフトバンク株

式会社 

（1）災害時における重要通信の確保、及び被災した電気通信設備等の早

期復旧を図る。 

（2）災害応急措置の実施に必要な通信に対して、防災関係機関からの要

請により優先的に対応する。 

（3）災害時における情報等の的確かつ迅速な収集、伝達を行う。 

楽天モバイル株

式会社 

(1) 災害時における携帯電話の通信確保並びに被災施設及び設備の早

期復旧を図る。 

(2) 災害応急措置の実施に必要な通信に対して、防災関係機関からの要

請を優先的に対応する。 

 (3) 災害対策本部を設置し災害時における情報等の正確かつ迅速な収

集、伝達を行う。 

一般社団法人日

本建設業連合会 

「災害時における愛知県建設部が管理する公共土木施設の緊急的な災害 

対策支援に関する協定書」に基づき、県からの要請に応じて出動し、県 

が管理する公共土木施設の応急対策を実施する。 

株式会社イトー

ヨーカ堂、イオ

ン株式会社、ユ

ニー株式会社、

株式会社セブン

－イレブン・ジ

ャパン、株式会

社ローソン、株

式会社ファミリ

ーマート、株式

会社セブン＆ア

イ・ホールディ

ングス 

国、地方公共団体等からの要請に応じて、災害応急対策の実施に必要な 

物資の調達又は供給等を行う。 

 

６ 指定地方公共機関 

機関名 内 容 

愛知県土地改良

事業団体連合会 

土地改良区の管理する農業用施設等の整備及び点検並びに災害復旧

対策への指導及び助言について協力する。 

愛知県尾張水害

予防組合 

（1）水防施設、資機材の整備と管理を図る。 

（2）水防計画の策定及びその推進を図る。 

各ガス事業会社 （1）ガス施設の災害予防措置を講ずる。 

（2）発災後は被災施設の復旧を実施し、供給停止等の需要家に対して、

早期供給再開を図る。 
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一般社団法人愛

知県トラック協

会 

災害応急活動のため関係機関からの緊急輸送要請に対応する。 

各鉄道事業者 東海旅客鉄道株式会社・日本貨物鉄道株式会社に準ずる。 

各民間放送及び

新聞社 

日本放送協会に準ずる。 

公益社団法人愛

知県医師会 

（1）医療及び助産活動に協力する。 

（2）防疫その他保健衛生活動に協力する。 

一般社団法人愛

知県歯科医師会 

（1）歯科保健医療活動に協力する。 

（2）身元確認活動に協力する。 

一般社団法人愛

知県薬剤師会 

（1）医薬品等の供給及び保管管理活動に協力する。 

（2）医薬品等の適正使用に関する活動に協力する。 

公益社団法人愛

知県看護協会 

看護活動に協力する。 

一般社団法人愛

知県病院協会 

医療及び助産活動に協力する。 

一般社団法人愛

知県ＬＰガス協

会 

（1）LPガス設備の災害予防措置を講ずる。 

（2）発災後は、LPガス設備の災害復旧をする。 

一般社団法人愛

知県建設業協

会、一般社団法

人愛知県土木研

究会 

「災害時における愛知県建設部が管理する公共土木施設の緊急的な災害 

対策支援に関する協定書」に基づき、県からの要請に応じて出動し、県 

が管理する公共土木施設の応急対策を実施する。 

 

７ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

機関名 内 容 

産業経済団体 農業協同組合、漁業協同組合、商工団体等は、被害調査を行い、対策

指導並びに必要資機材及び融資のあっせんについて協力する。 

文化、厚生、社

会団体 

日赤奉仕団、青年団等は、被災者の救助活動、義援金品の募集等につ

いて協力する。 

危険物施設の管

理者 

危険物施設の管理者は、防災管理上必要な措置を行い、防災活動につ

いて協力する。 

その他重要な施

設の管理者 

その他重要な施設の管理者は、防災管理上必要な措置を行い、防災活

動について協力する。 

 


